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南大谷及び東玉川学園三・四丁目地区住所整理事業の進捗状況について 

 

２０２４年７月に実施を予定している南大谷及び東玉川学園三・四丁目地区住所整

理事業について、進捗状況と今後のスケジュールを報告します。 

 

１ 経緯 

２０１９年 ７月 町田市住居表示整備審議会答申により、南大谷地区を次期住所

整理事業実施地区に決定 

２０２１年 ５月 南大谷地区住所整理事業ニュースを対象住民全戸に配付開始 

以後２０２３年３月までに計６回発行 

２０２１年１０月 第一回「町田市町区域の新設に関する市民懇談会」開催 

以後２０２２年８月までに計６回開催 

２０２２年 ９月 市民懇談会 検討結果を市長報告 

２０２３年 ２月 「町田市住居表示整備審議会」開催（原案のとおり答申） 

 

２ 実施概要 

（１）面 積：約１５３ｈａ 

（２）世 帯 数：５，４３６世帯 

（３）世帯人口：１２，２７２人（２０２３年２月１日時点） 

 

３ 住居表示を実施する区域及び町区域の名称 

（１）住居表示を実施する区域：２ページ参照 

（２）新 設 す る 町 区 域 の 名 称：「南大谷一丁目」から「南大谷七丁目」とします。 

（３）既 存 の 町 区 域 の 名 称：現行の「東玉川学園三丁目」「東玉川学園四丁目」

を用います。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

２０２３年４月 新町区域・名称案の公示（住居表示法第５条の２） 

２０２３年６月 ２０２３年第２回町田市議会定例会 議案上程 

(１)住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域内の住居表示 

(１)の方法 

(２)町区域の新設及び変更について 

２０２４年４月 住居表示の実施並びに町区域の新設及び変更について告示 

２０２４年５月 住所変更手続きに関する説明会（～７月） 

２０２４年７月 住居表示開始 

２０２３年３月９日・１０日 

行 政 報 告 資 料 

都市づくり部土地利用調整課 
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